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�愛媛県告示第６５７号
次のとおり落札者を決定した。

平成１８年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年４月２５日

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

愛媛県漁業取締船用燃料
軽油（免税・ＪＩＳ Ｋ２２０４ ２
号） １００リットル当たりの単価
約６８８，０００リットル

愛媛県総務部管理
局総務管理課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１８年３月２４日
三原産業株式会社
愛媛県宇和島市寿町
二丁目９番１２号

６，４８０円 一般競争入札 平成１８年２月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
西宇和郡伊方町二名津１６４８番４から

同町二名津１６４４番４まで

旧 ９．４～２４．０ ０．０７１

新 ９．４～３３．８ ０．０７１

〃 〃 西宇和郡伊方町二名津１６７６番２
旧 ９．６～１７．０ ０．０５９

新 １５．０～１７．６ ０．０５９

〃 〃 西宇和郡伊方町二名津１６９２番６
旧 １０．８～１３．０ ０．０３１

新 １１．４～１５．０ ０．０３１

毎週（火・金）曜日発行 第１７５４号 平成１８年４月２５日

平成１８年４月２５日火曜日 第１７５４号

愛 媛 県 報

３４７
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�愛媛県告示第６６１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１８年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市妻鳥町字下智々古４７４番１、４８１番、４７４番

１地先水路及び４８１番地先水路

２ 申請人の住所氏名

四国中央市妻鳥町１２１０番地１

カジワラホーム株式会社

代表取締役 梶原 常美

３ 図面省略

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６６０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１８年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６６２号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定

により告示する。

平成１８年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
西宇和郡伊方町二名津１６４８番４から

同町二名津１６４４番４まで
平成１８年４月２５日

〃 〃 西宇和郡伊方町二名津１６７６番２ 〃

〃 〃 西宇和郡伊方町二名津１６９２番６ 〃

〃 〃 西宇和郡伊方町名取３２４５番１ 〃

〃 〃 西宇和郡伊方町二名津１６９２番地先 〃

〃 〃 西宇和郡伊方町二名津１６８１番地先 〃

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１８松局建（開）第３号

平成１８年４月１４日
東温市田窪字海稲１３１９番５

東温市牛渕１０２５番地１
大 野 淳
大 野 志 穂

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

八第
２８号

八幡浜市北浜一丁目１番１号 八幡浜市役所職員生活協同組合 八幡浜市北浜一丁目１番１号
八幡浜市役所 八幡浜庁舎内

平成１８年４月３日

愛 媛 県 報平成１８年４月２５日 第１７５４号

３４８



公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（建付地）の売払い

� 売り払う土地（建付地）の所在地、地目及び地積等

所 在 地
土 地 建 物

地 目 地 積 構 造 床 面 積

新居浜市八雲町１２５６番３ 宅 地 １，６５６．７１�
鉄筋コンクリート造
２階建 外

１，２３０．７１�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課財産処分係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２５５８

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成１８年５月１２日（金）午前１１時００分

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１８年５月２９日（月）午前１０時００分

� 入札及び開札の場所

愛媛県西条市喜多川７９６番地の１

愛媛県西条地方局７階第１会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定

代理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができ

る。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は
、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

愛 媛 県 報平成１８年４月２５日 第１７５４号

３４９



��������������

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価

格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業

の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（建付地）の売払い

� 売り払う土地（建付地）の所在地、地目及び地積等

所 在 地
土 地 建 物

地 目 地 積 構 造 床 面 積

松山市溝辺町甲３５５番１ 宅 地
２７５．４９�

（登記簿１９８．００�）
木造厚型スレート葺
平屋建

７８．７０�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課財産処分係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２５５８

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成１８年５月１５日（月）午後２時００分

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１８年５月２９日（月）午後２時００分

� 入札及び開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第二別館５階第３会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定

愛 媛 県 報平成１８年４月２５日 第１７５４号
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第１８号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及

び第４項第２号（他の法令において準用され、又は例による

こととされている場合を含む。）の規定により不在者投票の

できる施設として指定したもののうち、愛媛県立北宇和病院

について、次のとおり名称の変更があった。

平成１８年４月２５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

代理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができ

る。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は
、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価

格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業

の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年４月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年４月１７日 特定非営利活動法人
ＪＭＡＣＳ 中 野 博 子 愛媛県松山市三番町六丁目５番

地１９扶桑ビル２階
この法人は、乳幼児から高齢者に対して、
個性の尊重と人格の尊厳保持を理念とし、
国際ネットワークの構築と情報交換によっ
て、誰もが安心して暮らせる生活空間の研
究と実践をめざし、保健・医療・福祉に関
する事業を行い、もって公益の増進に寄与
することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年４月１３日 ＮＰＯ法人 ぴあ 佐 野 卓 志 愛媛県松山市木屋町一丁目９番
地４

この法人は、障害のある人が自分らしくあ
たりまえに地域で生活することを支援する
ため、障害のある人の社会参加促進に関す
る実践活動、障害のある人に対する地域住
民の理解促進活動等を行いながら、地域福
祉の向上、発展に寄与することを目的とす
る。

愛 媛 県 報平成１８年４月２５日 第１７５４号

３５１



任 免 辞 令

�定年退職
平成１８年３月３１日定年退職

愛媛県事務吏員 夏 井 幹 夫

同 喜 安 晃

同 大 野 嘉 久

同 山ノ内 盈 裕

同 松 岡 誼 知

同 松 廣 義 忠

同 仙 波 藤 夫

同 白 石 忠 常

同 石 原 � 芳

同 三 好 力

同 藤 田 昭 作

同 井 川 治

同 永 野 勝 之

同 渡 部 尚 由

同 菅 省 三

同 三 好 武 男

同 山 本 俊 昭

同 花 井 淳 子

同 森 欣 治

同 藤 野 千津子

同 浅 井 勝 友

同 中 村 満 利

同 本 田 耕 一

同 門 田 彌 生

同 兵 頭 正 毅

愛媛県技術吏員 三 好 勉

同 丹 下 正 明

同 菅 野 光 義

同 曽我部 義 明

同 湯 浅 忠 雄

同 武 田 栄 生

同 熊 善 三

同 中 村 敬 治

同 � 木 久壽夫

同 辻 知 子

同 山 内 道 雄

同 神 原 輝 洋

同 森 実 庸 男

同 山 本 賢 治

同 三 谷 美嶺雄

同 二 宮 弘 敏

同 家 村 眞 之

同 中 村 秋 紀

同 宮 崎 光 男

同 豊 田 一

同 冨 永 宏 文

同 柿 内 重 樹

同 三 好 一 郎

同 北 野 聰

同 赤 松 作 男

同 黒 川 寅 二

同 戸 田 人 志

同 三 浦 泰 則

同 瀧 本 平 八

同 末 光 國 明

同 田鶴谷 茂 雄

同 早 瀬 茂

同 池 田 祥 子

同 行 本 健 夫

技能主任 杉 野 文 彦

同 高 瀬 務

主任業務員 宮 下 和 弘

同 竹 村 三枝子

�������
�任免辞令

３月３１日

愛媛県事務吏員 伊 藤 敬

同 芝 田 耕 司

同 今 津 輝 則

同 加 藤 智 也

愛媛県技術吏員 大 内 忠 臣

同 岡 本 敦

同 渡 辺 大 介

願により本職を免ずる

退職手当は支給しない（愛媛県職員退職手当条例第１４条）

（各通）

愛媛県事務吏員 原 正 行

同 稲 生 實

同 松 木 良 彰

同 河 野 渉

同 安 部 佳 美

同 中 野 陽出樹

同 大 植 泰 広

同 鎌 田 隆 義

同 日 野 治

同 市 川 聡 毅

愛媛県技術吏員 岡 田 義 治

同 坂 本 禮 大

同 末 光 憲 三

同 織 田 文 惠

同 宮 内 康 典

同 山 本 徹

同 山 内 歳 樹

同 栗 林 茂 樹

同 宇和川 明

同 松 本 敏 雄

施設の
種 類 施設の名称 所 在 地

病院
新 鬼北町立北宇和病院

北宇和郡鬼北町大字近永４５５
番地１

旧 愛媛県立北宇和病院
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同 小 西 フサヨ

同 橘 三枝子

同 宮 崎 美 末

同 亀 岡 貫太郎

同 中 田 源太郎

同 井 原 由美子

同 綱 崎 誠

同 原 口 順 子

同 藤 盛 絢 子

同 池 田 達 彦

愛媛県公立学校教員 岡 本 眞知子

愛媛県公立学校助手 安 部 正 子

願により本職を免ずる（各通）

技能主任 高 市 谷 勝

願により職務を解く

４月１日

清 水 裕

愛媛県技術吏員に任命する

行政職９級を命ずる

土木部長を命ずる

北 村 朋 生

愛媛県事務吏員に任命する

行政職６級を命ずる

総務部新行政推進局市町振興課長を命ずる

西 井 洋 史

愛媛県技術吏員に任命する

行政職７級を命ずる

参事を命ずる

土木部河川港湾局砂防課長を命ずる

大 政 トシヱ

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（三）６級を命ずる

愛媛整肢療護園総看護長を命ずる

尾 � 亨

愛媛県事務吏員に任命する

行政職４級を命ずる

専門員を命ずる

総務部管理局人事課勤務を命ずる

好 岡 浩 二

愛媛県事務吏員に任命する

行政職３級を命ずる

主任を命ずる

経済労働部管理局産業政策課勤務を命ずる

三 田 貴 弘

愛媛県事務吏員に任命する

行政職３級を命ずる

主任を命ずる

経済労働部産業支援局経営支援課勤務を命ずる

灘 久 代

愛媛県公立学校教員に任命する

愛媛県立医療技術大学助教授を命ずる

兼ねて愛媛県立医療技術短期大学助教授を命ずる

崎 山 貴 代

愛媛県公立学校教員に任命する

愛媛県立医療技術大学講師を命ずる

兼ねて愛媛県立医療技術短期大学講師を命ずる

池 田 祥 子

愛媛県技術吏員に再任用する

行政職２級（週３２時間勤務）を命ずる

任期は平成１９年３月３１日までとする

主任技師を命ずる

愛媛整肢療護園勤務を命ずる

黒 川 寅 二

愛媛県技術吏員に再任用する

行政職２級（週３２時間勤務）を命ずる

任期は平成１９年３月３１日までとする

主任技師を命ずる

新居浜高等技術専門校勤務を命ずる

戸 田 人 志

愛媛県技術吏員に再任用する

行政職２級（週３２時間勤務）を命ずる

任期は平成１９年３月３１日までとする

主任技師を命ずる

花き総合指導センター勤務を命ずる

山 内 道 雄

愛媛県技術吏員に再任用する

研究職１級（週３２時間勤務）を命ずる

任期は平成１９年３月３１日までとする

主任技師を命ずる

養鶏試験場勤務を命ずる

杉 野 文 彦

主任技能員（週３２時間勤務）に再任用する

任期は平成１９年３月３１日までとする

今治地方局勤務を命ずる

兵 頭 正 毅

愛媛県事務吏員に再任用する

行政職２級（週３２時間勤務）を命ずる

任期は平成１９年３月３１日までとする

主任主事を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる

高 瀬 務

主任技術員（自動車運転）（週３２時間勤務）に再任用する

任期は平成１９年３月３１日までとする

宇和島地方局勤務を命ずる

山 内 雄 太

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

総務部管理局総務管理課勤務を命ずる

阿 部 理 絵

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

企画情報部管理局統計課勤務を命ずる

芳 野 宏 徳

愛媛県事務吏員に任命する
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行政職１級を命ずる

主事を命ずる

企画情報部管理局情報政策課勤務を命ずる

西 本 武 史

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

県民環境部環境局環境政策課勤務を命ずる

森 田 京 吾

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

保健福祉部生きがい推進局長寿介護課勤務を命ずる

松 井 いづみ

愛媛県技術吏員に任命する

行政職１級を命ずる

技師を命ずる

中央児童相談所勤務を命ずる

宮 城 雅 彦

愛媛県技術吏員に任命する

研究職１級を命ずる

研究員を命ずる

衛生環境研究所勤務を命ずる

西 山 幸 恵

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

経済労働部管理局産業政策課勤務を命ずる

八 塚 愛 実

愛媛県技術吏員に任命する

研究職１級を命ずる

研究員を命ずる

繊維産業試験場勤務を命ずる

菊 地 一 晃

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

農林水産部管理局農業経済課勤務を命ずる

奥 貞 丈 博

愛媛県技術吏員に任命する

研究職１級を命ずる

研究員を命ずる

果樹試験場勤務を命ずる

高 橋 弥 生

愛媛県技術吏員に任命する

研究職１級を命ずる

研究員を命ずる

畜産試験場勤務を命ずる

橋 田 大 輔

愛媛県技術吏員に任命する

研究職１級を命ずる

研究員を命ずる

水産試験場勤務を命ずる

宮 下 豊 大

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

土木部管理局土木管理課勤務を命ずる

正 岡 祐 子

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

土木部道路都市局道路維持課勤務を命ずる

矢 野 昭 宏

愛媛県技術吏員に任命する

行政職１級を命ずる

技師を命ずる

土木部道路都市局建築住宅課勤務を命ずる

上 野 千 恵

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

出納事務局会計課勤務を命ずる

� 橋 拓 也

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

西条地方局勤務を命ずる

都 築 史

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

西条地方局勤務を命ずる

小 菊 洋 行

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）２級を命ずる

技師を命ずる

西条地方局勤務を命ずる

古 川 一 志

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

西条地方局勤務を命ずる

和 田 幸 将

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

西条地方局勤務を命ずる

池 田 佳 代

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

今治地方局勤務を命ずる

久 保 佳 宏

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる
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主事を命ずる

今治地方局勤務を命ずる

津 吉 淳 平

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

社会福祉主事を命ずる

八幡浜地方局勤務を命ずる

神 野 一

愛媛県技術吏員に任命する

行政職１級を命ずる

技師を命ずる

八幡浜地方局勤務を命ずる

紙 浦 康 治

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

八幡浜地方局勤務を命ずる

吉 岡 孝 之

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる

眞 田 志津子

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる

森 正 存

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる

松 村 康 則

愛媛県技術吏員に任命する

行政職１級を命ずる

技師を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる

愛 媛 県 報平成１８年４月２５日 第１７５４号

３５５



古紙配合率100％再生紙を使用しています 

平成１８年４月２５日 印刷
平成１８年４月２５日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円３５６

愛 媛 県 報平成１８年４月２５日 第１７５４号


